
国民年金保険料の免除等に係る事務処理に関する
第２次調査報告書(概要）

平成１８年６月１３日 社会保険庁

○ 標記については、５月２７日(土）に緊急の全国社会保険事務局長会議を開催して調査
した結果を、５月２９日(月)に第１次調査報告書として公表した。

○ 緊急に実施した第１次調査の報告後も、事務所等から追加の報告があったことや、
６月９日(金)から行っている申請書の全件調査及び不適正事案の詳細調査に先だって、
あらかじめ精査するため、全国の社会保険事務局長、社会保険事務所長から、６月８日

、 、 、 。(木)を期限に 再度の確認書を提出させた結果を 本日 第２次調査報告書として公表

○ 今後、全件調査及び詳細調査の結果については、まとまった段階で公表。

１．第１次調査報告書で公表した類型の不適正処理

第１次調査報告 第２次調査報告

１００事務所 １１０事務所※全国３１２事務所のうち、下記の不適正処理のあった
事務所

４４事務所 ５９事務所うち(1)の類型のもの

２６事務局 ２９事務局※全国４７事務局のうち、下記の不適正処理のあった事
務所を管轄する事務局

１０事務局 ２０事務局うち(1)の類型のもの

不適正処理の件数（(1)＋(2)） １１３，９７５件 １９３，１３６件
事後に本人の申請書を受理したものを含む。（注）

「有り」 １０１，６０６件(1) 申請意思を確認し ①承認通知が －
ないまま承認

「無し」 ６０，５５３件②承認通知が －

「無し」 ２２，１７３件(2) 電話等により意思 ①代行意思確認の記録 －
確認を行って承認

「有り」 ８，８０４件②代行意思確認の記録 －

※上記の不適正処理が、新たに判明した事務所
１０事務所： 苫小牧（北海道 、石巻（宮城 、所沢（埼玉 、幕張（千葉 、日本橋、） ） ） ）

八王子（東京 、浜田（島根 、新居浜（愛媛 、武雄（佐賀 、コザ（沖縄）） ） ） ）

※上記の不適正処理が、管轄事務所で新たに判明した事務局
３事務局： 北海道、宮城、島根

２．その他の不適正処理

Ａ ２事務所( ) 職員が申請書の代筆をするのみならず、手持ちの印鑑で押印をし
２２件たもの （件数は、上記（１）又は（２）に含まれる ）。

Ｂ ９１事務所( ）全額免除、半額免除又は猶予の申請書の提出があった者に対し、
をしたものであって １５，８７５件申請書に記載された希望項目以外の処理 、電話

等で申請者の申請意思を確認した旨の記録が残されていないもの

Ｃ ４事務所( ) 外国人が、新年度の免除の申請をする前に帰国してしまった場合
１２５件に、申請書なしに免除の処理をしたもの



国民年金保険料の免除等に係る事務処理に関する

第２次調査報告書
平成１８年６月１３日

社 会 保 険 庁

○ 社会保険庁では、国民年金保険料の免除及び猶予に係る事務処理について、５月

２７日(土)に緊急の全国社会保険事務局長会議を開催して調査した結果を、５月２

９日(月)に第１次調査報告書として公表した。

○ 緊急に実施した第１次調査の報告後も、事務局・事務所から追加の報告があった

ことや、また、６月９日(金）から、本庁職員及び全国の社会保険監察官により、

平成１７年度の免除等の申請書の全件調査を行うとともに、不適正事案の詳細調査

を行うこととしたことから、それに先だって、あらかじめ精査するため、全国の社

会保険事務局長及び社会保険事務所長に対し、６月８日(木)までに、再度の調査を

、 、 、行って確認書を提出することを求めたところであり その結果をとりまとめ 本日

第２次調査報告書として公表する。

○ 今後、６月９日からの全件調査及び詳細調査の結果については、まとまった段階

で公表する。

Ⅰ．第 次調査報告書で公表した類型の不適正処理1

１．該当事務所数、該当事務所を管轄する事務局数

不適正な処理を行った事務所数は、１０事務所増加した。

法律に違反する第１次調査報告書の（１）の類型は、４４事務所から５９事務所

に増加した。

第２次調査報告第１次調査報告

１００事務所 １１０事務所全国３１２社会保険事務所のうち、不適正処理

のあった事務所数

４４事務所 ５９事務所うち（１）の類型のもの

２６事務局 ２９事務局全国４７社会保険事務局のうち、不適正処理の

あ っ た 事 務 所 を

１０事務局 ２０事務局管轄する事務局数 うち（１）の類型のもの
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＜新たに不適正な処理の申告があった事務所＞

〔類型〕 〔件数〕
１０事務所： 苫小牧事務所(北海道） （１）② ３２６件

石巻事務所（宮城） （１）② ３５１件
所沢事務所（埼玉） （１）② １，９２６件
幕張事務所（千葉） （１）② １６７件
日本橋事務所（東京） （２）① ９件
八王子事務所（東京） （２）① ３９件
浜田事務所(島根) （１）① ４件
新居浜事務所（愛媛） （１）② ７件
武雄事務所（佐賀） （２）①② ３９３件
コザ事務所（沖縄） （２）① １，９４０件

＜不適正処理が、管轄事務所で新たに判明した事務局＞

３事務局： 北海道、宮城、島根

２．不適正処理の類型別の件数

類型別の件数を集計したところ、次のとおり。

不適正処理の類型 件数 ※

１０１，６０６件(1) 個々人の申請の意思 ①本人に免除等承認の通知をした

(５２．６％）を確認しないまま承認 もの

手続を行ったもの

６０，５５３件②本人に免除等承認の通知をして

（３１．４％）いないもの

２２，１７３件(2) 電話等により個々人 ①申請の意思確認や、申請書の代

（１１．５％）の申請意思を確認して 筆に係る同意等が事蹟(記録）、

職員が申請書を代筆し として残されていないもの、

承認手続を行ったもの

８，８０４件②①の各事項が事蹟（記録）とし

（４．６％）て残されているもの

１９３，１３６件合 計

事後に本人の申請書を※上記の件数には、いったん不適正な処理を行ったが、

受理できたものも含まれている。

（第１次調査報告書の（２）③の類型は、精査の結果、該当事務所で本人からの申

請書を受理していないものがあることが判明したため、該当が無くなった。）

（１）と（２） １１３，９７５件であったものが、※ の合計件数は、第１次調査報告書で

７９，１６１件増加して、１９３，１３６件となった。
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３．類型別の事務局別事務所数

※同一の事務所が複数の項目に該当している場合がある

※アンダーラインは、第１次調査報告書からの変更点

類 型 事務局名（該当事務所数／管轄事務所数）

東京（２／30）、 岐阜（１／６）、 静岡（５／９）、( )個々人の申請 ① 本人に免除等1
認 三重（５／５）、 京都（４／６）、 大阪（12／21）、の意思を確 承認の通知をし

し な い 島根（１／３）、 愛媛（１／５）、 長崎（２／４）、ま ま 承 たもの

１１事務局 鹿児島（１／６）、 沖縄(２／６）認手続を行っ

３６事務所たもの

２０事務局 北海道（１／16)、 青森（２／４）、 宮城（１／６）、② 本人に免除等

５９事務所 秋田（１／４）、 埼玉（５／７）、 千葉（１／６）、承認の通知をし

新潟（１／８）、 静岡（２／９）、 三重（４／５）、ていないもの

１６事務局 京都（５／６）、 大阪（６／21）、 兵庫（１／10）、

３８事務所 奈良（１／３）、 愛媛（４／５）、 長崎（１／４）、

沖縄（２／６）

青森（２／４）、 茨城（５／５）、 群馬（１／５）、( )電話等により ① 申請の意思確2
埼玉（４／７）、 千葉（３／６）、 東京（３／30）、個々人の申請 認や申請書の代

新潟（１／８）、 長野（２／７）、 岐阜（１／６）、意思を確認し 筆に係る同意等

静岡（４／９）、 愛知（８／16） 滋賀（３／３）、て、職員が申 が 事蹟(記録、 ）

京都（２／６）、 大阪（17／21） 奈良（１／３）、請書を代筆し として残されて、

手続を行 愛媛（４／５）、 高知（４／４）、 佐賀（２／３）、承認 いないもの

２０事務局 熊本（１／５）、 沖縄（４／６）ったもの

７２事務所

２２事務局

８５事務所 福島（１／６）、 茨城（５／５）、 群馬（１／５）、② ①の各事項が

埼玉（３／７）、 千葉（３／６）、 新潟（３／８）、事蹟（記録）と

岐阜（２／６）、 愛知（６／16）、 滋賀（３／３）、して残されてい

大阪（１／21）、 兵庫（４／10）、 奈良（１／３）、るもの

１６事務局 愛媛（４／５）、 高知（４／４）、 佐賀（２／３）、

４７事務所 熊本（４／５）

、 、 、 、 、 、 、 、管内の全ての事務所において ( ) 岩手 山形 栃木 神奈川 富山 石川 福井1
、 、 、 、 、 、 、及び( )のいずれにも該当がない 山梨 和歌山 鳥取 岡山 広島 山口 徳島2

事務局 香川、福岡、大分、宮崎１８事務局
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Ⅱ．その他の不適正処理

以下の新たな不適正処理の事案が明らかとなった。

不適正処理の内容 事務手続上の問題点事務局名（該当事務所数／管轄事
及び今後の対応務所数）

職員が申請書の代筆を ・課長通知に定める手（Ａ） 群馬（１／５）、 愛媛（１／５）

するのみならず、手持ち 続に違反

の印鑑で押印をしたもの ・改めて申請書を提出

していただく２事務局

・申請書の提出が無い２事務所

場合は、承認を取消２２件

（件数は、Ⅰ（１）又は（２）に含まれる。）

全額免除、半額免除又 ・申請書の審査希望項（Ｂ） 北海道（９／16）、 岩手（２／５）、

は猶予の申請書の提出が 目の補正を行う上で宮城（５／６）、 埼玉（２／７）、

あった者に対し、申請書 の不備があった事案千葉（６／６）、 東京（14／30）、

（１／13）、 新潟（１／８）、に記載された希望項目以 神奈川

外の処理をしたものであ 福井 ・今後、改めて申請者（２／３）、 岐阜（２／６）、

って、電話等で申請者の 個々人に意思確認を静岡（１／９）、 愛知（４／16）、

申請意思を確認した旨の した上で、異なる取三重（５／５）、 滋賀（１／３）、

記録が残されていないも 和歌山 扱いを希望する方に大阪（８／21）、 （１／３）、

の 岡山 広島 は、承認を修正（３／６）、 （３／８）、

２６事務局 愛媛（２／５）、 高知（１／４）、

９１事務所 福岡（４／11）、 佐賀（２／３）、

１５，８７５件 長崎（１／４）、 熊本（２／５）、

鹿児島（６／６）、 沖縄（３／６）

前年度に免除となって 福井 ・国民年金法に違反す（Ｃ） 千葉（２／６）、 （１／３）、

いた外国人が、新年度の 島根 る行為であり無効（１／３）

免除の申請をする前に帰 ・取消処理を行う

国してしまった場合に、

帰国により資格喪失する

までの期間を、申請書な

しに免除の処理をしたもの

３事務局

４事務所

１２５件
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免除等の事務処理の類型別の事務所数 （別添１）

事務所数
①　承認通知

　が有る
②　承認通知

　が無い
①　代行意思確
　認事蹟が無い

②　代行意思確
　認事蹟が有る

312 36 38 72 47 110 202
1 北 海 道 16 1 1 15
2 青 森 4 2 2 2 2
3 岩 手 5 5
4 宮 城 6 1 1 5
5 秋 田 4 1 1 3
6 山 形 5 5
7 福 島 6 1 1 5
8 茨 城 5 5 5 5 0
9 栃 木 5 5

10 群 馬 5 1 1 1 4
11 埼 玉 7 5 4 3 6 1
12 千 葉 6 1 3 3 4 2
13 東 京 30 2 3 4 26
14 神 奈 川 13 13
15 新 潟 8 1 1 3 3 5
16 富 山 4 4
17 石 川 4 4
18 福 井 3 3
19 山 梨 3 3
20 長 野 7 2 2 5
21 岐 阜 6 1 1 2 3 3
22 静 岡 9 5 2 4 6 3
23 愛 知 16 8 6 9 7
24 三 重 5 5 4 5 0
25 滋 賀 3 3 3 3 0
26 京 都 6 4 5 2 5 1
27 大 阪 21 12 6 17 1 19 2
28 兵 庫 10 1 4 4 6
29 奈 良 3 1 1 1 1 2
30 和 歌 山 3 3
31 鳥 取 3 3
32 島 根 3 1 1 2
33 岡 山 6 6
34 広 島 8 8
35 山 口 6 6
36 徳 島 3 3
37 香 川 3 3
38 愛 媛 5 1 4 4 4 5 0
39 高 知 4 4 4 4 0
40 福 岡 11 11
41 佐 賀 3 2 2 2 1
42 長 崎 4 2 1 2 2
43 熊 本 5 1 4 4 1
44 大 分 4 4
45 宮 崎 4 4
46 鹿 児 島 6 1 1 5
47 沖 縄 6 2 2 4 5 1

全 国

(1)又は(2)の
該当がある
事務所数

（１）、（２）の
いずれにも
該当がない
事務所数

（１）　申請意思を確認
　　　しないまま承認

      （２）　電話等により意思確認
              を行って承認

都道府県
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免除等の事務処理の類型別の件数 （別添２）

①　承認通知が
  有る

②　承認通知が
  無い

①　代行意思確
  認事蹟が無い

②　代行意思確
  認事蹟が有る

4,315,921 101,606 60,553 22,173 8,804 193,136

1 北 海 道 234,256 0 326 0 0 326

2 青 森 92,197 0 3,440 103 0 3,543

3 岩 手 55,039 0 0 0 0 0

4 宮 城 81,564 0 351 0 0 351

5 秋 田 54,962 0 127 0 0 127

6 山 形 30,974 0 0 0 0 0

7 福 島 91,891 0 0 0 963 963

8 茨 城 93,546 0 0 1,463 1,125 2,588

9 栃 木 63,205 0 0 0 0 0

10 群 馬 59,995 0 0 11 65 76

11 埼 玉 128,384 0 12,127 376 92 12,595

12 千 葉 139,521 0 167 1,087 748 2,002

13 東 京 282,756 2,191 0 51 0 2,242

14 神 奈 川 133,993 0 0 0 0 0

15 新 潟 80,435 0 582 1,573 263 2,418

16 富 山 20,622 0 0 0 0 0

17 石 川 30,383 0 0 0 0 0

18 福 井 20,847 0 0 0 0 0

19 山 梨 28,614 0 0 0 0 0

20 長 野 63,220 0 0 117 0 117

21 岐 阜 55,757 730 0 791 279 1,800

22 静 岡 107,498 8,149 3,981 416 0 12,546

23 愛 知 174,045 0 0 904 641 1,545

24 三 重 61,778 9,939 5,577 0 0 15,516

25 滋 賀 40,004 0 0 162 106 268

26 京 都 110,232 8,227 7,932 156 0 16,315

27 大 阪 433,085 54,279 15,755 9,123 351 79,508

28 兵 庫 235,872 0 6,120 0 212 6,332

29 奈 良 64,173 0 234 52 48 334

30 和 歌 山 51,596 0 0 0 0 0

31 鳥 取 28,216 0 0 0 0 0

32 島 根 19,590 4 0 0 0 4

33 岡 山 59,440 0 0 0 0 0

34 広 島 82,031 0 0 0 0 0

35 山 口 48,245 0 0 0 0 0

36 徳 島 28,458 0 0 0 0 0

37 香 川 33,608 0 0 0 0 0

38 愛 媛 85,318 3,080 1,918 455 1,532 6,985

39 高 知 46,825 0 0 345 539 884

40 福 岡 259,533 0 0 0 0 0

41 佐 賀 37,430 0 0 622 1,082 1,704

42 長 崎 69,910 5,685 803 0 0 6,488

43 熊 本 83,721 0 0 1,363 758 2,121

44 大 分 47,781 0 0 0 0 0

45 宮 崎 50,591 0 0 0 0 0

46 鹿 児 島 87,694 1,337 0 0 0 1,337

47 沖 縄 127,086 7,985 1,113 3,003 0 12,101

合　　　計

全 国

都道府県

（１）　申請意思を確認
　　　しないまま承認

      （２）　電話等により意思確認
              を行って承認免除等の

処理件数
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免除等の事務処理の類型別の件数(事務所） （別添３）

①　承認通知
　　　が有る

②　承認通知
　　　が無い

①代行意思確認
事蹟が無い

②代行意思確認事
蹟が有る

101,606 60,553 22,173 8,804 193,136
1 札 幌 東
2 札 幌 西
3 函 館
4 旭 川
5 釧 路
6 岩 見 沢
7 室 蘭
8 小 樽
9 北 見
10 帯 広
11 砂 川
12 稚 内
13 留 萌
14 苫 小 牧 326 326
15 札 幌 北
16 新さっぽろ
1 青 森 231 30 261
2 八 戸
3 弘 前 3,209 73 3,282
4 む つ
1 盛 岡
2 一 関
3 宮 古
4 二 戸
5 花 巻
1 仙 台 南
2 仙 台 北
3 石 巻 351 351
4 古 川
5 仙 台 東
6 大 河 原
1 秋 田
2 鷹 巣 127 127
3 大 曲
4 本 荘
1 山 形
2 鶴 岡
3 米 沢
4 新 庄
5 寒 河 江
1 東 北 福 島 963 963
2 平
3 郡 山
4 会 津 若 松
5 相 馬
6 白 河
1 水 戸 南 104 119 223
2 土 浦 626 604 1,230
3 日 立 24 14 38
4 下 館 445 261 706
5 水 戸 北 264 127 391
1 宇 都 宮 西
2 栃 木
3 大 田 原
4 今 市
5 宇 都 宮 東

福
島

茨
城

栃
木

岩
手

宮
城

秋
田

山
形

都
道
府
県

（２）　電話等により意思確認
を行って承認

北
海
道

青
森

合　　　　計

全 国

社会保険事務所

（１）　申請意思を確認
　　　しないまま承認
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①　承認通知
　　　が有る

②　承認通知
　　　が無い

①代行意思確認
事蹟が無い

②代行意思確認事
蹟が有る

都
道
府
県

（２）　電話等により意思確認
を行って承認

合　　　　計社会保険事務所

（１）　申請意思を確認
　　　しないまま承認

1 前 橋
2 桐 生
3 高 崎 11 65 76
4 渋 川
5 太 田
1 浦 和 5,690 341 7 6,038
2 熊 谷 567 18 585
3 川 越 16 70 86
4 大 宮 2,400 1 15 2,416
5 春 日 部 1,544 1,544
6 秩 父
7 所 沢 1,926 1,926
1 千 葉 544 556 1,100
2 船 橋
3 木 更 津
4 佐 原 493 146 639
5 松 戸 50 46 96
6 幕 張 167 167
1 麹 町
2 神 田
3 港
4 日 本 橋 9 9
5 京 橋
6 上 野
7 文 京
8 足 立
9 江 東
10 江 戸 川
11 墨 田 2,114 3 2,117
12 葛 飾
13 板 橋
14 池 袋
15 新 宿
16 杉 並
17 渋 谷
18 世 田 谷
19 品 川
20 蒲 田
21 立 川
22 武 蔵 野
23 大 森
24 八 王 子 39 39
25 練 馬
26 目 黒
27 荒 川
28 北
29 中 野 77 77
30 府 中
1 鶴 見
2 横 浜 中
3 横 浜 南
4 港 北
5 横 浜 西
6 川 崎
7 平 塚
8 相 模 原

神
奈
川

埼
玉

千
葉

東
京

群
馬
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①　承認通知
　　　が有る

②　承認通知
　　　が無い

①代行意思確認
事蹟が無い

②代行意思確認事
蹟が有る

都
道
府
県

（２）　電話等により意思確認
を行って承認

合　　　　計社会保険事務所

（１）　申請意思を確認
　　　しないまま承認

9 小 田 原
10 横 須 賀
11 高 津
12 厚 木
13 藤 沢
1 新 潟 西 582 1,573 123 2,278
2 長 岡
3 上 越
4 三 条 108 108
5 新 発 田
6 柏 崎 32 32
7 新 潟 東
8 六 日 町
1 富 山
2 高 岡
3 魚 津
4 砺 波
1 金 沢 北
2 七 尾
3 小 松
4 金 沢 南
1 福 井
2 敦 賀
3 武 生
1 甲 府
2 大 月
3 竜 王
1 長 野 南 102 102
2 岡 谷
3 飯 田
4 松 本
5 小 諸
6 伊 那
7 長 野 北 15 15
1 岐 阜 南 73 73
2 多 治 見
3 大 垣 730 791 1,521
4 高 山
5 美 濃 加 茂 206 206
6 岐 阜 北
1 静 岡 1,810 1,810
2 浜 松 東 813 283 1,096
3 浜 松 西 2,353 27 2,380
4 沼 津 879 2,171 55 3,105
5 島 田
6 富 士
7 清 水
8 三 島 3,459 51 3,510
9 掛 川 645 645
1 大 曽 根 334 334
2 鶴 舞 75 75
3 笠 寺 86 107 193
4 中 村
5 熱 田 199 295 494
6 昭 和 98 132 230
7 名 古 屋 北 18 2 20
8 名 古 屋 西

神
奈
川

愛
知

新
潟

富
山

石
川

福
井

山
梨

長
野

岐
阜

静
岡
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①　承認通知
　　　が有る

②　承認通知
　　　が無い

①代行意思確認
事蹟が無い

②代行意思確認事
蹟が有る

都
道
府
県

（２）　電話等により意思確認
を行って承認

合　　　　計社会保険事務所

（１）　申請意思を確認
　　　しないまま承認

9 豊 橋
10 一 宮
11 岡 崎
12 半 田 16 95 111
13 刈 谷 78 78
14 瀬 戸
15 豊 田 10 10
16 豊 川
1 津 4,735 2,972 7,707
2 四 日 市 1,564 935 2,499
3 松 阪 1,281 704 1,985
4 尾 鷲 508 508
5 伊 勢 1,851 966 2,817
1 大 津 2 4 6
2 彦 根 68 26 94
3 草 津 92 76 168
1 上 京 2,134 1,704 3,838
2 中 京 2,062 1,037 3,099
3 下 京 1,431 398 7 1,836
4 京 都 南 2,600 1,054 149 3,803
5 京 都 西 3,739 3,739
6 舞 鶴
1 大 手 前 3,379 1,050 4,429
2 堀 江 2,841 748 3,589
3 市 岡 3,501 542 4,043
4 天 満 1,176 5 1,181
5 淀 川 7,320 233 7,553
6 今 里 1,936 205 347 2,488
7 福 島 649 361 1,010
8 城 東 83 2,267 463 2,813
9 天 王 寺 8,257 62 351 8,670
10 難 波 41 41
11 玉 出 2,128 2,128
12 八 尾 4,167 129 4,296
13 枚 方
14 豊 中
15 平 野 176 971 1,147
16 貝 塚 1,263 429 1,692
17 堺 東 19,996 162 20,158
18 東 大 阪 6,414 6,414
19 吹 田 1,082 1,082
20 守 口 5,632 5,632
21 堺 西 772 370 1,142
1 三 宮
2 須 磨
3 東 灘
4 兵 庫
5 尼 崎 6,120 169 6,289
6 姫 路
7 明 石 4 4
8 豊 岡 35 35
9 西 宮 4 4
10 加 古 川
1 奈 良 234 52 48 334
2 大 和 高 田
3 桜 井

愛
知

大
阪

兵
庫

奈
良

三
重

滋
賀

京
都
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①　承認通知
　　　が有る

②　承認通知
　　　が無い

①代行意思確認
事蹟が無い

②代行意思確認事
蹟が有る

都
道
府
県

（２）　電話等により意思確認
を行って承認

合　　　　計社会保険事務所

（１）　申請意思を確認
　　　しないまま承認

1 和 歌 山 東
2 田 辺
3 和 歌 山 西
1 鳥 取
2 米 子
3 倉 吉
1 松 江
2 浜 田 4 4
3 出 雲
1 岡 山 西
2 倉 敷 東
3 津 山
4 高 梁
5 岡 山 東
6 倉 敷 西
1 広 島 東
2 広 島 西
3 福 山
4 呉
5 三 原
6 三 次
7 広 島 南
8 備 後 府 中
1 山 口
2 下 関
3 徳 山
4 宇 部
5 岩 国
6 萩
1 徳 島 北
2 阿 波 半 田
3 徳 島 南
1 高 松 東
2 高 松 西
3 善 通 寺
1 松 山 西 9 51 167 227
2 今 治 73 59 132
3 宇 和 島 10 117 2 129
4 松 山 東 3,080 1,892 214 1,304 6,490
5 新 居 浜 7 7
1 高 知 東 57 224 281
2 幡 多 129 143 272
3 南 国 69 72 141
4 高 知 西 90 100 190
1 博 多
2 中 福 岡
3 南 福 岡
4 小 倉 北
5 久 留 米
6 直 方
7 八 幡
8 大 牟 田
9 東 福 岡
10 小 倉 南
11 西 福 岡

高
知

福
岡

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

和
歌
山
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①　承認通知
　　　が有る

②　承認通知
　　　が無い

①代行意思確認
事蹟が無い

②代行意思確認事
蹟が有る

都
道
府
県

（２）　電話等により意思確認
を行って承認

合　　　　計社会保険事務所

（１）　申請意思を確認
　　　しないまま承認

1 佐 賀 428 883 1,311
2 唐 津
3 武 雄 194 199 393
1 長 崎 南
2 長 崎 北 2,025 2,025
3 佐 世 保
4 諌 早 3,660 803 4,463
1 熊 本 東 34 34
2 熊 本 西 1,363 543 1,906
3 八 代
4 本 渡 146 146
5 玉 名 35 35
1 大 分
2 別 府
3 佐 伯
4 日 田
1 宮 崎
2 延 岡
3 都 城
4 高 鍋
1 鹿 児 島 南
2 川 内
3 鹿 屋 1,337 1,337
4 奄 美 大 島
5 鹿 児 島 北
6 加 治 木
1 那 覇 7,820 883 8,703
2 コ ザ 1,940 1,940
3 名 護 456 456
4 平 良
5 石 垣 261 261
6 浦 添 165 230 346 741

沖
縄

熊
本

大
分

宮
崎

鹿
児
島

佐
賀

長
崎
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免除等に係るその他の不適正な事務処理の件数 （別添４）

事務所数 件数 事務所数 件数 事務所数 件数

312 2 22 91 15,875 4 125
1 16 9 1,517
2 4
3 5 2 23
4 6 5 844
5 4
6 5
7 6
8 5
9 5

10 5 1 11
11 7 2 440
12 6 6 3,176 2 63
13 30 14 1,714
14 13 1 60
15 8 1 13
16 4
17 4
18 3 2 203 1 33
19 3
20 7
21 6 2 72
22 9 1 5
23 16 4 234
24 5 5 774
25 3 1 54
26 6
27 21 8 1,628
28 10
29 3
30 3 1 25
31 3
32 3 1 29
33 6 3 318
34 8 3 173
35 6
36 3
37 3
38 5 1 11 2 670
39 4 1 51
40 11 4 736
41 3 2 273
42 4 1 81
43 5 2 1,212
44 4
45 4
46 6 6 642
47 6 3 937

外国人が免除の申請を
する前に帰国してしまっ
た場合に、申請書なしに
免除の処理をしたもの

免除申請者等の意思を十分に確認
せずに、当該申請希望項目以外の
項目で承認したもの（電話等で申請
者の意思を確認したものを除く）

職員が申請書に押
印を行ったもの

都道府県 事
務
所
数

全　　国
北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀

鹿 児 島
沖 縄

長 崎
熊 本
大 分
宮 崎

（B） （C）（A）
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（別添５）
（１）及び（２）の類型の件数の修正の主な理由

＜件数の修正のあった事務局と増減数＞

事務局 第１次調査報告 第２次調査報告 〔増減〕

北海道 ０ ３２６ ＋３２６
青森 １０３ ３，５４３ ＋３，４４０
宮城 ０ ３５１ ＋３５１
福島 ８４８ ９６３ ＋１１５
茨城 ２，５５０ ２，５８８ ＋３８
群馬 ６４ ７６ １２+
埼玉 １０，２０７ １２，５９５ ＋２，３８８
千葉 １，６６９ ２，００２ ＋３３３
東京 ２，２６２ ２，２４２ －２０
新潟 １，８１６ ２，４１８ ＋６０２
岐阜 １，３８９ １，８００ ＋４１１
静岡 ６，４４０ １２，５４６ ＋６，１０６
愛知 １，２９６ １，５４５ ＋２４９
三重 ９，８０５ １５，５１６ ＋５，７１１
滋賀 ２７０ ２６８ －２
京都 ９，７５５ １６，３１５ ＋６，５６０
大阪 ５１，４３６ ７９，５０８ ＋２８，０７２
兵庫 ２１２ ６，３３２ ＋６，１２０
島根 ０ ４ ＋４
愛媛 ５１３ ６，９８５ ＋６，４７２
佐賀 １，１８２ １，７０４ ＋５２２
長崎 ５，２１９ ６，４８８ ＋１，２６９
熊本 ６１５ ２，１２１ ＋１，５０６
鹿児島 ２８５ １，３３７ ＋１，０５２
沖縄 ４，５７７ １２，１０１ ＋７，５２４

＜件数の変動があった主な理由＞

① 事務所から新たに不適正処理の申告があったもの

１０事務所 ５，１６２件

② 事務局・事務所において精査をした結果、件数に変更のあったもの

（件数の増が多かった主な事務所）

事務所（管轄事務局） 第１次調査報告 第２次調査報告 増加数

１１，５１３ ２０，１５８ ＋８，６４５堺東事務所（大阪）
３５２ ６，４９０ ＋６，１３８松山東事務所（愛媛）
１６９ ６，２８９ ＋６，１２０尼崎事務所（兵庫）

３，５１８ ８，６７０ ＋５，１５２天王寺事務所（大阪）
３，６７２ ８，７０３ ＋５，０３１那覇事務所（沖縄）

７３ ３，２８２ ＋３，２０９弘前事務所（青森）

③ 第１次調査報告の集計時の報告誤り

・京都事務局分について、第１次調査報告書では、申請意思を確認せずに免除

等の手続を行った数から、事後的に申請書を受理した件数を差し引いた数を

計上していた。

・三重事務局分について、第１次調査報告書では、同一被保険者について４～

６月分の申請と、７月以降分の申請があるケースを、１件と計上していた。
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